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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡素に構成することができる電極構造で、改善
された屈曲可能性が実現されるようにすることである。
【解決手段】少なくとも１つの区域４でその長軸に沿っ
て屈曲可能に構成されたシャフト３を備える内視鏡器具
に関するものであり、シャフト３の屈曲可能な区域は、
軸方向において交互に配置されて互いに間隔をおく複数
の制御電極と基準電極が中にそれぞれ埋設された電気活
性ポリマーから構成される管状の壁部を有しており、軸
方向で交代する制御電極と基準電極はそれぞれ剛性を有
して構成されるとともに、それぞれ外側円周または内側
円周に配置された弾性的なウェブを介して軸方向で互い
に導電接続されており、また、内視鏡器具２の屈曲可能
な区域を製造する方法に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの区域（４）でその長軸（Ｘ）に沿って屈曲可能に構成されたシャフト
（３）を備え、前記シャフト（３）の前記屈曲可能な区域（４）は、軸方向（Ｘ）で見て
交互に配置されて互いに間隔をおく複数の制御電極（６）と基準電極（８）が中にそれぞ
れ埋設された電気活性ポリマーから構成される管状の壁部を有している内視鏡器具（２）
であって、
　軸方向（Ｘ）で交代する前記制御電極（６）と前記基準電極（８）はそれぞれ剛性を有
して構成されるとともに、それぞれ外側円周または内側円周に配置された弾性的なウェブ
（１４，１８）を介して軸方向（Ｘ）で互いに導電接続されていることを特徴とする内視
鏡器具。
【請求項２】
　前記制御電極（６）および／または前記基準電極（８）はプレート状に構成されるとと
もに、長軸（Ｘ）に対して横向きに延びていることを特徴とする、請求項１に記載の内視
鏡器具。
【請求項３】
　前記シャフト（３）の前記屈曲可能な区域（４）は円周方向で見て複数の別々に活性化
可能なアクチュエータフィールド（１０）を有しており、該各アクチュエータフィールド
（１０）の中にそれぞれ軸方向（Ｘ）において互いに交代するように前記制御電極（６）
と前記基準電極（８）が配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載の内視
鏡器具。
【請求項４】
　複数の前記アクチュエータフィールド（１０）の前記基準電極（８）は、相互に導電接
続されていることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡器具。
【請求項５】
　複数の前記アクチュエータフィールド（１０）のそれぞれ１つの直径平面に位置する前
記基準電極（８）は、円周方向において相互に導電接続されていることを特徴とする請求
項４に記載の内視鏡器具。
【請求項６】
　複数の前記アクチュエータフィールド（１０）のそれぞれ１つの直径平面に位置する前
記基準電極（８）は、円周方向において機械的に相互に接続されていることを特徴とする
請求項４に記載の内視鏡器具。
【請求項７】
　複数の前記アクチュエータフィールド（１０）の前記基準電極（８）は、軸方向（Ｘ）
において共通の電気接続部（１８）を有していることを特徴とする、請求項４または５に
記載の内視鏡器具。
【請求項８】
　軸方向（Ｘ）で隣接する２つの前記基準電極（８）は弾性的なウェブ（１８）を介して
相互に接続されており、該ウェブは円周方向において第１の基準電極（８）の第１の端部
および隣接する第２の基準電極（８）の反対側の第２の端部と接続されていることを特徴
とする請求項７に記載の内視鏡器具。
【請求項９】
　個々の前記基準電極（８）の共通の軸方向の前記接続部（１８）は、交互に配分された
状態で前記複数のアクチュエータフィールド（１０）に配置されていることを特徴とする
請求項７または８に記載の内視鏡器具。
【請求項１０】
　前記基準電極（８）の前記軸方向の接続部は、壁部に螺旋状に埋設されて延びるウェブ
（１８）として構成されていることを特徴とする請求項９に記載の内視鏡器具。
【請求項１１】
　単一の前記アクチュエータフィールド（１０）のそれぞれ２つの隣接する前記制御電極
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（６）は、弾性的なウェブ（１４）を介して相互に接続されており、該ウェブは円周方向
において第１の制御電極（６）の第１の端部および隣接する第２の制御電極（６）の反対
側の第２の端部と接続されていることを特徴とする請求項３～１０のいずれか１つに記載
の内視鏡器具。
【請求項１２】
　前記基準電極（８）を相互に接続する前記弾性的なウェブ（１８）および／または前記
制御電極（６）を相互に接続する前記弾性的なウェブ（１４）は、前記制御電極（６）お
よび前記基準電極（８）の半径方向内側に位置する円周側に配置されていることを特徴と
する請求項１～１１のいずれか１つに記載の内視鏡器具。
【請求項１３】
　請求項１～１２のうちいずれか１つに記載の内視鏡器具を製造する方法であって、
　制御電極（６）および基準電極（８）ならびにこれらを接続する弾性的なウェブ（１４
，１８）の構造が、まず１つの平坦な平面の構造として構成され、このとき前記制御電極
（６）と前記基準電極（８）は前記平面の延びる方向で交代しており、
次いで、前記構造が電気活性ポリマーに注封され、
次いで、管状の壁部をなすように曲げられることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　曲げられた後に、前記管状の壁部がその外面で弾性ポリマーにより注封されることを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に記載されている構成要件を備える内視鏡器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば独国特許出願公開第１０２００８０４７７７６号より、電気活性ポリマーから構
成されるシャフト区域を有する内視鏡器具が公知であり、電気活性ポリマーには活性化の
ための電極が埋設されている。この電極は、互いにかみ合う歯形の構造物として構成され
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、このような種類の内視鏡器具を改良して、簡素に構成することができ
る電極構造で、改善された屈曲可能性が実現されるようにすることである。
　この課題は、請求項１に記載された構成要件を備える内視鏡器具によって解決される。
好ましい実施形態は、従属請求項、以下の説明、および添付の図面により明らかにされる
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明による内視鏡器具は、少なくとも軸方向区域で、すなわち長軸に沿った区域で、
屈曲可能に構成されたシャフトを有している。この屈曲可能な区域は、電気活性ポリマー
から構成される管状の壁部を有している。電気活性ポリマーには複数の基準電極が埋設さ
れており、これらの基準電極を介して電気活性ポリマーに電圧を印加することができ、そ
れによって電気活性ポリマーを形状変化させてシャフトを曲げさせる。そのために、制御
電極と基準電極が軸方向で交互に配置されており、すなわち、２つの基準電極の間にそれ
ぞれ１つの制御電極が位置している。それと同時にこれらの電極は間隔をおいており、そ
れにより、電圧の印加によって形状を変える電気活性ポリマーが各電極の間に位置するよ
うになっている。
【０００５】
　本発明によると、制御電極と基準電極はそれぞれ剛性を有して構成されており、弾性的
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なウェブすなわち永久変形を生じることなく屈曲可能なウェブを介して、それぞれ軸方向
で互いに導電接続されている。このとき制御電極は弾性的なウェブを介して相互に接続さ
れており、基準電極は弾性的なウェブを介して相互に導電接続されている。制御電極と基
準電極の間には電気接続は成立していない。弾性的なウェブにより、剛性を有した制御電
極と基準電極は、これらの間に位置する電気活性ポリマーが圧縮または伸長されたときに
、軸方向に相対的に運動することができる。制御電極と基準電極の剛性を有した構成によ
り、シャフトの長軸を基準とする半径方向で、電気活性ポリマーから構成される壁部の安
定化が実現される。さらに、複数の基準電極相互の電気接続、および制御電極相互の電気
接続により、必要な接続回線の本数が減るので、電極構造の簡素化された構造を得ること
ができる。さらに本発明によると、弾性的なウェブは基準電極ないし制御電極の外側円周
または内側円周のいずれかに位置している。すなわち弾性的なウェブは、シャフトの長軸
を基準としたときに、電極の半径方向内側に配置されるか、または、半径方向外側でその
外面に配置される。このような構成により、シャフトの良好な屈曲可能性が保証される。
基準電極はすべて互いに平行に延びているのが好ましい。これに応じて制御電極も互いに
平行に延びているのが好ましく、特に、制御電極と基準電極は互いに平行に延びている。
そのようにして、電気活性ポリマーから構成される壁部で、個々の電極が平行に積層され
る。
【０００６】
　制御電極および／または基準電極はプレート状に構成されているのが好ましく、シャフ
トの長軸に対して横向きに延びている。すなわちプレート状の電極の表面は、シャフトの
長軸を基準としたときに、直径を含む平面（以下、直径平面という）に沿って延びている
。プレート状の構造は、電極が半径方向において、軸方向よりも、すなわち長軸と平行な
方向よりも、大きい長さを有していることによって得られる。円周方向では、電極はもと
もと大きい長さを有しているのが好ましく、すなわち広い円周領域にわたって延びており
、場合により壁部の円周全体にわたって延びている。プレート状の構成によって広い活性
電極面が得られると同時に、半径方向における電極厚みがより大きくなるほど、壁部のよ
り高い安定性が実現される。
【０００７】
　さらに、屈曲可能な区域は円周方向において少なくとも２つの別々に活性化可能なアク
チュエータフィールドに分割されており、これらのアクチュエータフィールドでは、それ
ぞれ軸方向において、既述したように制御電極と基準電極が互いに交互に、かつ間隔をお
きながら配置されているのが好都合である。さらに、円周方向において好ましくは均等に
配分された状態で壁部に配置された、３つまたはそれ以上のアクチュエータフィールドが
配設されるのが好ましい。このようにすれば、アクチュエータフィールドがそれぞれ別々
に活性化することによって、すなわち、各々の電極へ別々に電圧を供給できることによっ
て、１つまたは複数のどのアクチュエータフィールドが活性化されるかに応じてシャフト
を任意の方向へ曲げることが可能となる。アクチュエータフィールドでは、電極は、上述
したような制御電極と基準電極の交互の配置で、弾性的なウェブによる電気接続部を備え
るように配置されている。個々のアクチュエータフィールドは、個々のアクチュエータフ
ィールドの電極が共同して好ましくは実質的に壁部の円周全体にわたって延びるように、
それぞれ構成されているのが好ましい。このようにして、電極による壁部の最大限可能な
安定化が半径方向で実現される。
【０００８】
　複数のアクチュエータフィールドの基準電極は、互いに導電接続されているのが好まし
い。そのようにすれば接続回線の本数を減らすことができる。複数の、好ましくは全部の
アクチュエータフィールドの基準電極を、１つの共通の接続回線を介して電気接続するこ
とができるからである。
　そのために、シャフトの長軸を基準としたときにそれぞれ同一の直径平面に位置する、
複数のアクチュエータフィールドの基準電極は、円周方向で互いに導電接続されているの
がさらに好ましい。異なる直径平面に位置する基準電極の軸方向での接続は、上述した弾
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性的なウェブを介して行われる。
【０００９】
　それぞれ１つの直径平面に位置する、複数のアクチュエータフィールドの基準電極は、
円周方向で機械的にも相互に接続されているのがさらに好ましい。この接続は、機械的な
接続と電気的な接続を両方とも成立させるのが好都合である。このようにして、円周方向
での電気接続によってシャフト壁部の機械的な安定化が同時に実現される。そのようにし
て、基準電極がリング構造を形成するからである。ただし、基準電極の本来の電極面に比
べると、個々のアクチュエータフィールドの間の接続は、場合により半径方向で低い密度
で製作されており、それによってある程度の屈曲可能性が円周方向に実現され、このよう
な屈曲可能性は、あとでまた説明するように、特に製造のために好ましい場合がある。
【００１０】
　複数のアクチュエータフィールドの基準電極は、軸方向において１つの共通の電気接続
部を有しているのがさらに好ましい。すなわち、同一の直径平面に位置する基準電極が円
周方向において互いに導電接続されていれば、１つの制御電極が間に位置する、軸方向で
隣接する２つの基準電極を、軸方向で各アクチュエータフィールドのうちの１つでのみ弾
性的なウェブにより相互に接続すれば足りる。そして、その他のアクチュエータフィール
ドでは、これら２つの基準電極ないし基準電極リングを接続するためのこのような種類の
弾性的なウェブは必要ない。このようにして、各基準電極の間の軸方向の接続部の数が減
少する。こうして一方では器具の屈曲可能性が高くなり、他方では電極構造の製作が簡素
化される。
【００１１】
　さらに、軸方向で隣接する２つの基準電極は、円周方向において第１の基準電極の第１
の端部および隣接する第２の基準電極の反対側の第２の端部と接続された、弾性的なウェ
ブを介して相互に接続されているのが好ましい。このときウェブは、半径方向の投影で見
たとき、各基準電極の間に位置する制御電極と交差するが、制御電極の内側円周または外
側円周の側方を通過するように延びて、制御電極と接触することはない。弾性的なウェブ
は、接続された基準電極とともに、Ｚ字型の構造を形成する。このような構造により、ウ
ェブの弾性と、両方の基準電極相互の軸方向の運動性とが保証される。
【００１２】
　個々の基準電極の共通の軸方向の接続部は、交互に配分された状態で、複数のアクチュ
エータフィールドに配置されているのがさらに好ましい。すなわち、軸方向で相上下して
位置する多数の基準電極において、個々のアクチュエータフィールドの間の軸方向の接続
部はすべてが単一のアクチュエータフィールドに配置されるのでなく、複数の、好ましく
は全部のアクチュエータフィールドにわたって配分されている。たとえば、各基準電極の
間の軸方向の接続部の全体として螺旋状の形状が、壁部の円周全体にわたって構成されて
いてよい。このようにすれば、シャフトの均等な屈曲可能性がすべての半径方向に保証さ
れ、各基準電極の間の電気接続部の配置によって、他よりも強く妨げられるような曲げ方
向は存在しない。
【００１３】
　すなわち、各基準電極の軸方向の接続部は、壁部全体にわたって、または壁部に埋設さ
れた状態で、螺旋状に延びるウェブとして構成されているのが特に好ましい。このような
ウェブは、基準電極の内側円周に沿って延びているか、または基準電極の外側円周に沿っ
て延びており、すべての基準電極リングを軸方向で相互に接続する。
　単一のアクチュエータフィールドにおいてそれぞれ２つの隣接する制御電極も、円周方
向において第１の制御電極の第１の端部および隣接する第２の制御電極の反対側の第２の
端部と接続された弾性的なウェブを介して、相互に接続されるのがさらに好ましい。そし
て、隣接する２つの制御電極の間にそれぞれ１つの基準電極が位置しており、制御電極を
接続するウェブは半径方向の投影で見て基準電極と交差しているが、外側円周または内側
円周に沿って基準電極の側方を通過する。このように記述される２つの制御電極の間の接
続により、２つの制御電極とその間に位置するウェブとで構成されるＺ字型の構造が同じ
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く得られる。すなわち、軸方向で相上下して位置する、１つのアクチュエータフィールド
のすべての制御電極がこのようにして接続されていれば、全体としてジグザグ状の電極構
造が得られ、長軸が垂直方向に向いている場合、ジグザグ状の構造の水平方向に位置する
脚部は制御電極によって形成され、斜めに延びる脚部は弾性的なウェブによって形成され
る。このようにして、同じく電気的な接続ウェブの良好な弾性と変形可能性が実現され、
それにより、電気活性ポリマーが変形したときに、各制御電極が互いに近づくように、ま
たは互いに離れるように動くことができる。
【００１４】
　基準電極を相互に接続する弾性的なウェブ、および／または制御電極を相互に接続する
弾性的なウェブは、制御電極および基準電極の半径方向に位置する円周側に配置されるの
が特に好ましい。制御電極を相互に接続するウェブと、基準電極を相互に接続するウェブ
は、いずれも制御電極および基準電極ないし壁部の半径方向内側に位置する、すなわち内
側の円周側に位置しているのがさらに好ましい。このようにすれば、電極が内部で防護さ
れ、弾性的なウェブが行わなくてはならない屈曲のときの変形距離が最低限に抑えられる
。
【００１５】
　さらに本発明は、上記の説明に基づく内視鏡器具を製造する方法を対象としている。こ
の方法によると、屈曲可能に構成されるシャフトの区域は、まず制御電極と基準電極の構
造およびこれらを接続する弾性的なウェブが、１つの平坦な平面の構造として構成される
という手法で製作される。このとき制御電極と基準電極は平面が延びる方向において交代
しており、すなわち、電極が上に説明したようにプレート状に構成されるケースでは、プ
レートの表面は、制御電極と基準電極の構造が形成される平面に対する法線上を延びてい
る。次いで、この構造が電気活性ポリマーで注封され、それにより、電極が埋設された電
気活性ポリマーから構成される平坦なプレートが得られる。その次のステップで、電気活
性ポリマーと注封された電極から構成されるこの構造が、管状の壁部をなすように管状に
曲げられる。このようにして、電極が埋設された管状の形態を比較的簡単な手法で製作す
ることができる。
【００１６】
　そして、曲げられた後に管状の壁部がその外面で弾性ポリマーにより注封されるのが好
ましい。すると弾性ポリマーは、先ほど説明した手法で曲げられた壁部を外側から統合す
る。
　平面上に構成された電極構造を環状ないし管状に曲げることができるようにするために
、円周方向に延びる個々のアクチュエータフィールドの基準電極の間の、上に説明した電
気接続部は、半径方向で基準電極よりも低い密度で構成されるのが好ましく、それにより
、これらの領域で曲げが行われ、基準電極と制御電極そのものは曲げられなくて済む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明による内視鏡器具を示す図である。
【図２】図１の器具の屈曲可能な区域における電極の配置を模式的に示す図である。
【図３】制御電極と基準電極の配置を、一例として示す図である。
【図４】図３の一区域を拡大した図である。
【図５】シャフトの変形を模式的に示す図である。
【図６】シャフトにおける電極の全体的構造である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、添付の図面を参照しながら本発明を一例として説明する。
　図１は、本発明による内視鏡器具の一例を示している。これは、シャフト３を備え、そ
の遠位区域４が柔軟ないし屈曲可能に構成された内視鏡２である。本発明によると、遠位
区域４は電気活性ポリマーから構成される管状の壁部で構成されており、その中に制御電
極６と基準電極８が埋設されている。制御電極６と基準電極８を介して、電気活性ポリマ
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ーに電圧を作用させることができ、それによって電気活性ポリマーの変形が実現される。
この変形は、内視鏡２の遠位区域４を撓曲ないし屈曲させることに利用される。
【００１９】
　図２は、基準電極８と制御電極６の本発明による構造を模式的に示している。シャフト
３の長軸Ｘを中心に配分された状態で、変形可能ないし屈曲可能な区域４のシャフト壁部
に、収縮可能な腱を形成する複数のアクチュエータフィールド１０が配置されている。個
々のアクチュエータフィールドには、それぞれ軸方向で交互に相上下して制御電極６と基
準電極８が配置されており、基準電極８と制御電極６はそれぞれ相互に間隔をおいており
、それにより、こうして各電極の間に形成される中間スペース１２に電気活性ポリマーを
配置できるようになっている。そのために、制御電極６および基準電極８は電気活性ポリ
マーに埋設される。制御電極６と基準電極８の間に電圧を印加することで、電気活性ポリ
マーが中間スペース１２の中へと収縮し、それにより、アクチュエータフィールド１０全
体ないしこうして形成される腱１０全体が収縮し、図５ａから図５ｃに示すように、屈曲
可能な区域４が相応の方向へと撓む。同図には３つの腱を有する例が模式的に示されてい
る。図５ａでは、どの腱１０’、１０’’および１０’’’も収縮しておらず、すなわち
、相応の制御電極６と基準電極８に電圧が印加されていない。図５ｂの図面では、腱１０
’がその電極への電圧の印加によって収縮しており、それによってシャフトは腱１０’に
向かって撓んでいる。図５ｃに示す例では、腱１０’および１０’’がその電極への電圧
の印加によって収縮しており、それによってシャフトないしその屈曲可能な区域４が、腱
１０’および１０’’の間の角度方向へと撓んでいる。
【００２０】
　本発明によると、図２に示すように、各々のアクチュエータフィールド１０の制御電極
６は、それぞれ弾性的なウェブ１４を介して、互いに導電接続されている。弾性的なウェ
ブ１４は、互いに隣接する互いに平行な２つの制御電極６の間で斜めに延びており、それ
により、長軸Ｘへの半径方向の投影で見ると、隣接する２つの制御電極６はその間に位置
するウェブ１４とともにＺ字型の構造をなしている。相上下して積層された多数の制御電
極６およびその間に位置する弾性的なウェブ１４は、そのようにしてジグザグ状の構造を
形成している。アクチュエータフィールド１０のすべての制御電極６をこのように電気接
続することで、単一の接続回線によってすべての制御電極６へ同時に電圧を供給すること
ができる。個々のアクチュエータフィールド１０の制御電極６がそれぞれ互いに分断され
ていることによって、個々のアクチュエータフィールド１０の制御電極６へ別々に電圧を
供給し、そのようにして、各々のアクチュエータフィールド１０を個別に活性化すること
が可能である。
【００２１】
　図示している例では、複数のアクチュエータフィールド１０は長軸Ｘを中心とする円周
上で、屈曲可能な区域４の壁部に配置されているにすぎない。しかしながら、図１に示す
ように、遠位区域４の蛇行状の屈曲を実現するために、軸方向Ｘでも別々に活性化可能な
複数のアクチュエータフィールド１０を相上下して配置することもできるのは当然である
。
【００２２】
　さらに図２を見るとわかるように、長軸Ｘを基準としたときにそれぞれ同一の直径平面
に位置する基準電極８は、ウェブ１６を介して円周方向で相互に接続されており、それに
より、複数の、好ましくは全部のアクチュエータフィールド１０の基準電極８が相互に接
続されている。そのようにして、相上下して位置する基準電極８およびその間に位置する
ウェブ１６の管状の構造が得られる。ウェブ１６は基準電極８に比べて薄く構成されてお
り、それにより、図６に示す管状の形状をなすように電極構造を曲げるために、この領域
で屈曲が可能である。
【００２３】
　軸方向で相上下して位置する基準電極８、ないし基準電極８から形成されるリングを互
いに導電接続するために、弾性的なウェブ１８が設けられている。弾性的なウェブ１８は
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、弾性的なウェブ１４と同じく、隣接する２つの基準電極８の間で斜めに延びており、そ
れにより、第１の基準電極８は第１の円周端部でウェブ１８により収縮させられ、隣接す
る第２の基準電極８はこれと反対側の円周端部で弾性的なウェブ１８により収縮させられ
る。ここで、すべての基準電極８が複数のアクチュエータフィールド１０を介して互いに
接続されているので、各々のアクチュエータフィールド１０ですべての基準電極８を弾性
的なウェブ１８を介して相互に接続する必要はない。むしろ、互いに隣接する２つの基準
電極８の環状の構造は、アクチュエータフィールド１０のうちの１つだけで、弾性的なウ
ェブ１８を介して相互に接続されている。それと同時に、この弾性的なウェブ１８はその
ようにして個々のアクチュエータフィールド１０に配分されており、それにより、常にア
クチュエータフィールド１０ひとつ分だけオフセットされているので、全体として、電極
構造の回りに実質的に螺旋状の形態が弾性的なウェブ１８によって形成される。
【００２４】
　制御電極６と基準電極８は、図３、図４および図６を見るとわかるように、それぞれプ
レート状に構成されており、すなわち、長軸Ｘを基準とする半径方向Ｒにおいて、長軸Ｘ
の方向におけるよりも大きい長さを有している。このようにして、電極６および８の剛性
を有した構成が特に半径方向で実現される。それにより、基準電極８と制御電極６は、同
時に、電気活性ポリマーから構成される壁部の半径方向での強化ももたらす。一方、弾性
的なウェブ１４および１８は、軸方向Ｘで基準電極８および制御電極６が相互に近づく運
動を、これらの間に位置する電気活性ポリマーが当該方向へ変形したときに可能にする。
それによってシャフトの屈曲可能性が実現する。図３と図４は、制御電極６および基準電
極８ならびにウェブ１４、１６および１８から構成される構造が、どのようにして具体化
されるかを示している。図３と図４に示すように、電極構造は当初は平坦な構造として、
すなわち管をなすように曲げられていない構造として、構成されるのが好ましい。そして
、こうして構成された電極構造を電気活性ポリマーの中へ注封し、これと一緒に図６に示
すような環状の形態に曲げることができる（図６では電気活性ポリマーは図示していない
）。次いで、こうして形成された形状を固定するために、この構造を外側からさらにもう
一度弾性ポリマーで押出被覆することができる。
【００２５】
　図６に見られるように、多数のアクチュエータフィールド１０を長軸Ｘの円周のまわり
へ均等に配分して配置することができ、それにより、シャフトは非常に正確に制御可能な
ように、さまざまに異なる半径方向へと撓曲可能である。それと同時に、各アクチュエー
タフィールド１０相互間で各基準電極８同士および各制御電極６同士は、それぞれほぼ直
接的に互いに接しており、それにより、どの円周領域にも電極が配置されており、そのよ
うにして、壁部がどの円周領域でも半径方向で安定化されている。図６に見られるように
、図３の電極構造が曲げられており、それにより、弾性的なウェブ１４および１８が電極
構造の内側円周に位置するようになっている。そのようにして、撓曲したときの弾性的な
ウェブの変形距離が短く抑えられる。
【００２６】
　図３と図４を見ると、接続ウェブがどのようにしてプレート状の制御電極６と基準電極
８に取り付けられているのかがわかる。のちに長軸Ｘを基準としたときの内側円周に割り
当てられることになる端面には、導電性のスペーサ２０を介してウェブが取り付けられて
いる。スペーサ２０は、弾性的なウェブ１４が間に位置する基準電極８を側方で通過する
ことができ、これに接触しないように作用する。それに応じて、弾性的なウェブ１８が間
に位置する制御電極６を側方で通過することができ、この電極に接触しないことが保証さ
れる。
【符号の説明】
【００２７】
２　内視鏡
３　シャフト
４　遠位区域
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６　制御電極
８　基準電極
１０　アクチュエータフィールドないし腱
１２　中間スペース
１４　弾性的なウェブ
１６　ウェブ
１８　弾性的なウェブ
２０　スペーサ
Ｘ　器具の長軸
Ｒ　半径方向
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